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令和２年度 守谷市定期監査報告書 

 

１ 監査の執行者 

 監査委員  髙 瀨 尚 則 

 監査委員  堤  茂 信 

 

２ 監査の種類 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項，第２項及び第４

項の規定に基づく監査 

 

３ 監査の実施期間 

 令和２年１０月２９日から令和３年２月２５日まで 

 

４ 監査の実施日時及び対象部署 

（１）令和２年１０月２９日（木）午前９時から午後４時３０分まで 

  総務部市長公室：秘書課，企画課，財政課 

      総務部：総務課，管財課，税務課，納税課 

（２）令和２年１１月２６日（木）午前９時３０分から午後４時まで 

  生活経済部：生活環境課，交通防災課，市民協働推進課，総合窓口課， 

        経済課 

（３）令和２年１２月２４日（木）午前９時から午後４時５５分まで 

  保健福祉部：社会福祉課，児童福祉課，土塔中央保育所，北園保育所， 

        介護福祉課，健幸長寿課，国保年金課，保健センター 

（４）令和３年１月２６日（火）午後１時１５分から午後２時１５分まで 

  上下水道事務所：上下水道課 

（５）令和３年１月２８日（木）午前９時３０分から午後３時００分まで 

  都市整備部：都市計画課，建設課 

  その他の部署：会計課，議会事務局 

（６）令和３年２月２５日（木）午前９時２５分から午後３時５０分まで 

  教育委員会：学校教育課，指導室，生涯学習課，中央図書館， 

        学校給食センター 

 

５ 監査の範囲 

 令和２年４月１日から監査執行の前月末までに執行された，守谷市の財務に

関する事務及び経営に係る事業の管理並びに事務の執行状況。 

 

６ 監査の方法 

 監査の対象となった財務に関する事務及び経営に係る事業の管理並びに事務

の執行状況が，関係法令等及び予算に基づき適正且つ適切に執行されているか
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を主眼とし，経済性，効率性及び有効性の観点にも留意しつつ実施した。 

 監査に当たっては，各部署から次の資料の提出を受け，事前に調査及び審査

を行うとともに，監査当日において関係職員に対しヒアリングを行った。 

【事前提出資料】 

（１）各課の概要（担当事務の内容，今年度の事業進捗状況など） 

（２）時間外勤務時間・事務分掌一覧表 

（３）歳入予算執行状況 

（４）課別科目別歳出予算執行状況 

（５）契約（随意・１社特命）状況調べ 

（６）現金の保管状況調べ 

（７）公金外現金の保管状況調べ 

（８）懸案事項に対する現状及び対策等状況調べ 

（９）業務手順書（各部署の業務を一つ選択して作成） 

 また，守谷市の予算及び決算に係る関係法令等が適用される「公金」ではな

いが，業務の関係上，職員が「公金外現金」を取り扱う事務があることから，

当該事務が適正に執行されるよう公金外現金の保管状況等についても監査の対

象とした。 

 なお，監査は，守谷市監査基準（令和２年守谷市監査委員訓令第１号）に準

拠して行った。 

 

７ 監査の主な着眼点 

（１）収入事務 

 ①調定事務 

  ・調定は，その根拠となる法令等に適合しているか。 

  ・調定額の算定は適正か。 

  ・調定漏れはないか。 

 ②現金取扱事務 

  ・収納金は，適正に保管されているか。また，私金と混同していないか。 

  ・つり銭資金の設定，取扱い及び保管は，適正に行われているか。 

（２）支出事務 

 ①支出一般 

  ・違法若しくは不当な支出又は不経済な支出はないか。 

  ・予算に反する支出はないか。 

  ・予算流用の手続は適正か。 

  ・前渡資金及び概算払い金は，適正に保管されているか。 

 ②委託料の支出 

  ・委託の相手方及び選定方法は適切か。 

  ・委託内容の履行確認は，適正に行われているか。 

  ・委託の成果物は，契約書に基づき適正に受領されているか。 
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  ③補助金等の支出 

  ・公益性のない事業又は団体に補助金等の交付がなされていないか。 

  ・補助金等の算出は，合理的な基準により行われているか。 

（３）契約事務 

 ①契約の方法及び手続 

  ・契約の方法は，適法であるか。特に，随意契約による場合，その理由は   

適正に付されているか。 

  ・随意契約による場合は，２者以上から見積書を徴しているか。また，   

例外的に１社から見積書を徴する場合，その理由は適切か。 

 ②契約の締結 

  ・予算の配当額を超える契約及び配当前における契約はないか。 

  ・恣意的に分割されている契約はないか。 

（４）組織管理 

  ・機構組織は，事業目的に適合しているか。 

  ・職務権限及び責任体制は，明確になっているか。 

（５）人事管理 

  ・職員数は，業務量に見合っているか。 

  ・能率的な事務処理ができるよう，職員の能力や適性に応じた職員配置が   

されているか。 

  ・職員の勤務状況は適正か。また，休暇，職務専念義務の免除等の手続は   

適正か。 

 

８ 監査の結果 

 令和２年４月１日から監査執行の前月末までに執行された，守谷市の財務に

関する事務及び経営に係る事業の管理並びに事務の執行状況については，概ね

適正に処理されたものと認められた。 

 今後においても職員一人一人が市の財政状況に留意し，財務に関する事務及

び経営に係る事業の管理並びに事務の執行状況において，合規性や正確性はも

とより，経済性，効率性及び有効性を意識した事務の執行に努められたい。 

 

９ 総括意見 

（１）新型コロナウイルス感染症にかかる影響 

 新型コロナウイルス感染症の影響により，事業を中止又は縮小した事例や作

業手順を省略又は簡素化することにより事務の見直しを行ったか等について各

部署から状況の報告を受けた。 

 各部署の対応はさまざまであったが，主に会議やイベントを多く行っている

部署では影響を多く受けていることが把握でき，事業自体の中止や延期，規模

の縮小等を余儀なくされる状況となっていた。また，作業手順の省略又は簡素

化による事務の見直しについては，会議の出席人数の調整や時間の短縮，郵送
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による申請受付等による人との接触を極力少なくする方法に変更することが多

く見られた。 

 各部署においては，新型コロナウイルス感染症が与える社会的影響について，

依然として先行きが不透明な状況であることを踏まえ，感染拡大を防止するた

め，多数の人との交流の際には最大限の配慮をすることや会議をオンライン開

催するなど職場環境の整備に取り組む必要がある。今後においても事務の見直

しを行うことによる影響を最小限にできるよう心掛け，市民の皆さんに対して

は日常生活に支障が生じないよう，施策の適切な実施や情報提供に努めてもら

いたい。 

 

（２）時間外勤務時間の状況 

 時間外勤務時間については，平成３１年４月からの働き方改革関連法の施行

に伴い，時間外勤務の上限が改正労働基準法に規定されたほか，国家公務員に

ついても人事院規則を改正し，原則，１箇月では４５時間，１年では３６０時

間を上限時間と定め，その範囲内で必要最小限の時間外勤務時間であることと

され，守谷市でも国の規定のとおり実施しているところである。 

 各部署の時間外勤務時間の状況は，一部の部署，一部の職員に多少の偏りが

あると認められるものの，時間外勤務時間の縮減対策と事務の平準化等に取り

組まれた結果，過去の監査結果と比較して改善していると認められた。 

 過重な労働は，職員の身体面や精神面に支障をきたす恐れがあることから，

来年度以降も更なる時間外勤務時間の縮減に努力願いたい。 

 

（３）年次有給休暇の取得状況 

 年次有給休暇については，平成３１年４月からの働き方改革関連法の施行に

伴い，労働基準法が改正され，民間企業において「年５日の年次有給休暇の取

得」が義務付けられている。公務員には適用されているものではないが，民間

企業と同等，若しくは，それ以上に取得することが望ましいと考える。 

 監査においては，全部署の年次休暇取得状況を確認したが，部署により大き

く差があり，所属職員の多くが取得できていないところや一部の職員だけが取

得できていないところなどの状況が見られ，昨年同様，年次休暇取得状況が変

化していないことが確認できた。 

 管理職にあっては，職員の休暇取得状況を把握し，休暇を取得しやすい職場

環境の構築に努めるとともに，職員に対しては計画的な休暇の取得を指導して

いただきたい。また，職員の休暇取得日数が少ない場合は，休暇取得の妨げに

なっている要因を分析し，事務分担の平準化や事務の簡素化，廃止を含めた事

務事業の見直しに努めていただきたい。 

 

（４）業務手順書の作成 

 昨年度に引き続き，当該定期監査において，各部署で一つの業務を選択し，
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業務手順書の作成をお願いした。 

 業務手順書を作成する目的は次のとおりである。 

① 仕事（の手順）を減らす 

 業務を遂行する中で，その手順について省略や簡素化，ＩＣＴ等の活用がで

きるものがないかを検証する。また，業務の過程で上司・上役に決裁を求める

際，その決定権を持つものを記載することとしており，その決裁権者は適当か，

そもそも必要なのかといった観点で業務を見直す。 

 市役所の業務は，法律に基づく新たな事務への対応や県からの権限移譲等に

より，今後ますます増大していくと予測される。しかし，職員の人員を増やす

ことは困難な状況にあるため，多くの業務を限られた人数で賄うためには，仕

事のやり方を工夫し，その手順を減らすように努めなければならない。 

 

② リスクの洗い出し 

 業務を遂行する手順の中で，失念や誤り，行き違い等により，その後，どの

ようなリスクが生じるかを業務手順書に記載していくことで明らかにする。 

 次に，そのリスクを一定の基準（影響力の大きさ）により分類する。 

 リスクの基準（例） 

・市役所内の一部の部署のみに支障をきたすもの 

・市役所全体に影響を及ぼすもの 

・特定の市民に不利益を与えてしまうもの 

・市全体に大きく影響し，市役所の信用を大きく失墜してしまうもの 

 分類結果により，リスクの高いものには慎重な対応を要する業務過程が存在

することを認識し，そこに意識することや業務の遂行に当たって特に留意する

ように心掛ける（リスク基準の低い過程をないがしろにするということではな

く，リスクの高いところに人員や時間を割くということ。）。 

 

③ 内部統制制度導入への準備 

 地方自治法の改正により，令和２年４月 1日から都道府県及び指定都市にお

いては内部統制制度を導入している。また，指定都市以外の市町村では努力規

定となっているが，一部の市町村では内部統制制度を導入しているところも見

受けられる。 

 ちなみに「内部統制」とは，組織を適切に運営するために組織内部を管理す

るルールを決め，そのルールを守る仕組みのことである。この仕組みが導入さ

れることにより，業務の効率化や業務目的が効果的に達成されることができ，

職員にとって安心して働きやすい職場環境が実現される。そして，これが有効

に作用されることで，信頼に足りる行政サービスを市民に提供することにもつ

ながるものと期待できるのである。 

 守谷市としても内部統制制度の導入に向け，その初期段階として，業務手順

書を作成し，業務手順の図式化やリスクの洗い出しを行うよう作業に着手して
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いる。昨年度は，各部署において一つの業務を選定し，リスクが高いものを優

先して業務手順書を作成したが，今年度は，昨年度とは別の業務を一つ選定し，

業務手順の図式化のほか，特にリスクとなる要因や対策について作成をお願い

したところである。 

 職員にとっては，このような事務は一時的に事務量が増えることになるが，

将来的に内部統制制度の導入が想定されるため，それに向けた準備と内容を理

解するためにも必要な事務であると思われる。今後においても業務手順書の作

成を依頼することを予定しており，理解いただけるようお願いしたい。 

 将来的には全庁的な業務システムを導入の際，内部統制制度にかかるデータ

として活用できるようシステム構築の際に調査項目等を盛り込むことや情報共

有ができるよう関係課と協議していきたいと考えている。 

 監査委員としても，内部統制制度の導入に向けて各部署とのヒアリングの機

会を設け，対面形式で協議を行う等，円滑な事務処理に向けて連携していくこ

とに心掛けていく。 

 

１０ まとめ 

 財務に関する事務及び経営に係る事業の管理並びに事務の執行状況について

は，「８ 監査の結果」にあるように，概ね適正に処理されたものと認められた

ため，定期監査の目的は達成されていると判断した。 

 今後の定期監査については，今回のような全部署から資料の提出を受け，ヒ

アリングを行う方法について，一部の部署に特化して重要施策事業に対し時間

をかけて監査を行う等，適宜変更していくことやヒアリングの方法も当該部署

だけでなく関連する団体等がある場合は，当該団体等に現地調査を行うように

する等，監査の対象範囲を広げていくことも検討している。 

 また，内部統制制度に関しては，将来的な実施を見据え，定期監査に併せて，

業務手順書の作成をすることにより内部統制制度全般の内容について更なる周

知を図っていく。 

 これからにおいても，今年度に施行した「守谷市監査基準」の規定に基づき

効果的で実践的な監査を行うとともに，監査資料を作成するに当たり職員の負

担を軽減することも考慮しながら，適切な方法で監査を行うよう努めていきた

い。 

 

１１ 懸案事項に対する現状及び対策等状況 

 監査委員又は各部署から提起された懸案事項に対する現状及び対策等状況は，

次ページ以降の「各部署回答一覧表」のとおりである。 
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懸案事項に対する現状及び対策等状況調べ 各部署回答一覧表（総務部） 

 

     懸案事項 

 

 

 

 

 

 

 部署名 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

新型コロナウイルス感

染症の影響により，中

止又は縮小した事業が

ある場合には，その事

業を例示してくださ

い。 

左記事業を中止又は縮

小したことによる影響

を記入してください。 

左記事業を中止又は縮

小したことによる今後

の予定について記入し

てください。なお，新

型コロナウイルス感染

症の第２波・第３波に

備えることを前提に記

入してください。 

新型コロナウイルス感

染症の影響により，作

業手順の省略・簡素化

等，事務の見直しを行

った場合は，その事例

を記入してください。 

左記事務の見直しを行

ったことによる影響を

記入してください。 

新型コロナウイルス感

染症が終息した場合に

おいても，事務の見直

しを継続できるかにつ

いて記入してくださ

い。 

新型コロナウイルス感

染症以外で現在，自課

において職務上又は事

業の実施に当たり，考

えられる課題等を記入

してください。 

業務上発生したミスや

トラブルの解決された

事例について，発生か

ら解決までの一連の流

れをデータとして蓄積

していますか。蓄積し

ている場合はどのよう

に整理しているか教え

てください。 

秘 書 課 

【タウンミーティン

グ】 

市長が市民の声を直接

聞く場として，公民館

や集会所などに出向い

て意見交換を行うも

の。今年 3 月に開催を

予定していたものは状

況が落ち着くまで延期

とした。その後も終息

がみえないため，開催

を見送っている。 

【シティプロモーショ

ン事業】 

・事業委託予定であっ

た事業者から，営業活

動が困難であることを

理由に受託辞退の申出

がなされた。 

・シティプロモーショ

ン活動の場として想定

していた市内外の各種

イベントもすべて中止

となった。 

【タウンミーティン

グ】 

市民から直接，市長が

意見を聞く機会が減っ

た。 

ただし，私の提案（投

書箱・ホームページ）

や市民生活総合支援ア

プリＭｏｒｉｎｆｏに

よるレポート投稿，ま

ちづくり協議会など，

市民の意見・提案を聞

く機会自体は，確保さ

れている。 

【シティプロモーショ

ン事業】 

・当該事業者は，市の

シティプロモーション

戦略プランを策定し，

目標に向け事業展開及

び実績評価を担う事業

者であったが，辞退に

より計画期間最終年度

である今年度に予定し

ていた事業実施及び事

業評価が実施できなく

なった。 

【タウンミーティン

グ】 

タウンミーティングは

参加者が不特定となる

場合もあり，今後，直

接対面で実施するの

は，難しいと考えられ

る。上記のような対面

せずに意見・要望を受

ける体制を継続してい

くべきと考えられる。 

【シティプロモーショ

ン事業】 

・市直営で戦略プラン

方針に沿った事業展開

を図っていく。具体的

には，コロナ対策とし

て集客を伴うイベント

等は実施しない方針を

継続しつつ，ブランド

メッセージ浸透のため

の周知活動として，守

谷駅への情報媒体設置

や SNS を活用した情報

発信を目指す。 

・市内民間施設に協力

を募り，パンフレット

市長・副市長への来客

時には，秘書課職員が

茶器により飲み物の提

供を行っている。新型

コロナウイルス感染症

が拡大していた時期に

は，来客者の用件や面

会時間によっては，ペ

ットボトルを利用した

り，そもそも茶湯の提

供をしないなど，簡素

化した。 

職員の負担が少し軽減

した。また，来客者に

よっては，茶器で提供

された飲み物に抵抗感

を持つ方がいるかもし

れないので，そういう

方にとっては安心につ

ながった可能性があ

る。 

特別職への来客という

こともあり，今後も同

じ形で継続していくの

は難しいと考えられ

る。 

庁舎の構造上，市長及

び副市長室への入室が

比較的容易である点

は，セキュリティ上，

適切でないと考えられ

る。今年度，カウンタ

ーの幅を広げたこと

で，以前よりは改善さ

れたが，今後，さらに

セキュリティを高める

ような対策をとること

も必要だと考えられ

る。 

各業務において，必要

に応じ，そのような事

例の記録は行っている

が，網羅的に保存して

いるわけではなく，特

に整理もしていない。 
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・市内外のイベント会

場で配布予定であった

パンフレット等が配布

できなくなり，紙媒

体・対面による PR 活動

が停滞した。 

等を配備してもらうほ

か，庁内各部署のオン

ラインイベント等参加

者への通知に同封す

る。 

企 画 課 

・オリンピック・パラ

リンピック事業（延期） 

・町制 100 周年記念事

業（縮小を検討中） 

【オリンピック・パラ

リンピック事業】 

 延期により，令和元

年度において調整して

いたニジェール共和国

大臣等の宿泊先などを

再度調整する必要が生

じた。 

【町制 100 周年記念事

業】 

 タイムカプセル開器

式を 11 月に予定して

いるが，新型コロナウ

イルスの感染状況を考

慮すると，来賓や市民

を招いての式典の実施

は困難な状況であり，

事業自体の開催方法の

検討が必要となってい

る。 

【オリンピック・パラ

リンピック事業】 

 現在の状況を考慮す

ると，再延期，中止も

想定したうえでの検討

が必要になってくる。

今後の状況を注視しな

がら，どの程度までホ

ストタウン事業を実施

するか検討を行う。 

【町制 100 周年記念事

業】 

 多くの市民を招いて

の式典は困難であると

考えられるため，式典

の簡素化やタイムカプ

セル内のメッセージの

郵送のみにするなどの

検討を行う。 

・庁議中止（4 月，5

月） 

・用地買収等連絡調整

会議のディスカッショ

ン機能活用による審議 

【庁議中止】 

 庁議中止により，意

思決定を行う場がなく

なり，庁議付議案件が

あった課において決裁

（庁議構成員全員への

回議）を行う必要が生

じた。 

【用地買収等連絡調整

会議のディスカッショ

ン機能活用による審

議】 

 案件に応じて参集に

よる会議を中止し，庁

内イントラネットのデ

ィスカッション機能を

活用した方法に変更

し，意見交換を行うこ

ととした。 

【庁議中止】 

 最高意思決定機関で

あるため，できる限り

開催することとする。 

【用地買収等連絡調整

会議のディスカッショ

ン機能活用による審

議】 

 案件内容を精査し，

継続してディスカッシ

ョン機能を活用した開

催を継続していく。 

・みずき野商業施設跡

地利活用 

・デジタル化に向けた

検討 

大きなミスやトラブル

の場合は，顛末書など

を作成し，保存してい

ると思われるが，それ

らのデータを集積（蓄

積）し，管理は行って

いない。 

財 政 課        

データとして蓄積し，

例年，作業の実施に当

たってグループ員で確

認・共有している。 

（ふるさと納税に係る

ワンストップ特例処

理） 

総 務 課 

年度初めに予定されて

いた，常総地方市町村

広域圏事務組合主催で

行われる新規採用職員

研修（前期）は中止と

中止となった常総地方

市町村広域圏事務組合

主催の新規採用職員研

修（前期）については

後期研修において前

新型コロナウイルスの

感染状況を確認しなが

らになるが，基本的に

は研修事業については

実施する方向でいる。

  

各種研修や会議等のあ

り方については，継続

して検討する必要性が

ある。 

職員数調査・配置につ

いて，各所属の事務量

の可視化が課題となっ

ている。各課からの人

員の要望に対して，真

メモ書き程度の箇条書

きではあるが，課題や

トラブルの内容につい

ては，次年度（次回）

以降に引き継ぐ形をと
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なった。それ以外の研

修は基本的には実施さ

れているが，実施方法

の変更や日程の変更は

あった。 

期・後期分をまとめた

形で実施している。 

開催方法については，

オンライン研修や資料

の配布に留めることも

検討している。 

に必要な人工数や事務

量が人事側で計ること

が難しく，適正職員

数・配置が課題となっ

ている。 

っている。 

整理の方法は事業ごと

に保存している。 

税 務 課         

納 税 課 

・市税については納税

が困難な納税者に対し

て「徴収猶予の特例制

度」が導入された。令

和 2年 2月 1 日から令

和 3年 2月 1 日までに

履行期限が到来する債

権が該当で，新型コロ

ナ感染症等の影響によ

り収入の減少等があ

り，一時的に支払いが

困難な方が対象となっ

ています。令和 2 年 9

月 30 日現在 89 件の申

請があります。また，

例年 4 月に行っていた

定例催告を，新型コロ

ナ感染症の影響で収入

減が見込まれたことに

より中止にした。 

・納付困難者が見込ま

れると伴に，滞納額が

増加することによる滞

納整理事務が増える。 

・令和 3 年 2 月 1日ま

では事業（徴収猶予の

特例受付）は継続にな

る。しかし，継続期間

が長くなれば収納率が

下がることも予想さ

れ，納税者の負担も大

きくなると予想され

る。あくまで納付猶予

の事業になるため令和

3 年度分が課税される

と，最大 2 年分の納付

となり納税者の負担も

大きくなる。また，11

月から 12 月に行う予

定の催告状発送時期を

検討している。 

・保健センターからの

各種助成金申請に伴う

未納額の調査につい

て，これまで紙ベース

で確認を行っていた

が，センター（滞納管

理システム）のデータ

ベースで行えるよう改

善した。 

・「徴収猶予の特例制

度」については，既に

ある事業（徴収猶予制

度）になるため簡素化

などの変更はありませ

ん。 

前述については，紙ベ

ースやり取りのため完

了まで日数を要してい

たが，保健センターで

確認業務を行えること

で即座に対応できるよ

うになった。また，後

述については，収納率

の低下及び滞納整理な

どの事務が増えること

が見込まれる。 

継続できる。徴収猶予

については，その時の

収入状態での話し合い

となるため，コロナ禍

が終息しても経済が悪

化していれば事業は継

続となることが見込ま

れる。また，今回の特

例制度については，年

度内に納付していただ

くよう説明は行ってい

る。 

次年度に繰り越すと，

現年度分，猶予分（過

年度）の二重の税金と

なるため，徴収猶予許

可者に対して，新年度

に繰り越さないよう

な，年度内に納付でき

るよう指導は行ってい

る。また，収納管理グ

ループにおいては，3

人で 3 業務を行ってい

るため，班別業務を行

った場合，残された職

員に負担がかかってき

ている。新年度に向け

て，徴収グループに業

務の一部を引き継げな

いか検討をしている。 

滞納管理システムを利

用して記録を残すとと

もに，課内で話し合い

情報を共有している。

また，苦情等は煩雑に

なりやすいため，記録

簿は作成していない。 

管 財 課    

工事等竣工検査の執行

方法を簡素化した。 

・可能な限り，業者の

立会を求めず担当課職

員のみの立会検査，ま

たは，書類のみの確認

検査を行っている。 

・業者の立会を求める

場合は，最小人員とし

ている。 

・修正が必要な部分の

確認，及び，指示方法

に課題あり。 

・請負業者からの聞き

取りが直接できないた

め，適切な対応策の確

認に時間がかかる。 

内容により簡素化可

能。 
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懸案事項に対する現状及び対策等状況調べ 各部署回答一覧表（生活経済部） 

 

     懸案事項 

 

 

 

 

 

 

 部署名 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

新型コロナウイルス感

染症の影響により，中

止又は縮小した事業が

ある場合には，その事

業を例示してくださ

い。 

左記事業を中止又は縮

小したことによる影響

を記入してください。 

左記事業を中止又は縮

小したことによる今後

の予定について記入し

てください。なお，新

型コロナウイルス感染

症の第２波・第３波に

備えることを前提に記

入してください。 

新型コロナウイルス感

染症の影響により，作

業手順の省略・簡素化

等，事務の見直しを行

った場合は，その事例

を記入してください。 

左記事務の見直しを行

ったことによる影響を

記入してください。 

新型コロナウイルス感

染症が終息した場合に

おいても，事務の見直

しを継続できるかにつ

いて記入してくださ

い。 

新型コロナウイルス感

染症以外で現在，自課

において職務上又は事

業の実施に当たり，考

えられる課題等を記入

してください。 

業務上発生したミスや

トラブルの解決された

事例について，発生か

ら解決までの一連の流

れをデータとして蓄積

していますか。蓄積し

ている場合はどのよう

に整理しているか教え

てください。 

生 活 環 境 課 

1．廃棄物減量等推進員

会議 

2．狂犬病予防集合注射 

3．守谷市ポイ捨て等防

止に関する条例施行

12 周年記念キャンペ

ーン 

4．環境ポスター展 

1．影響なし（会議資料

等を送付し対応したこ

とで混乱なし） 

2．影響なし 

3．影響なし 

4．影響なし（学校行事

の縮小により未実施） 

1．来年度以降は実施す

る予定であるが，新型

コロナウイルス感染症

の影響により実施が困

難な場合には，今年度

同様の対応で実施す

る。 

2．市で集合注射を実施

しなくても接種率が下

がらなかったことか

ら，今年度の状況を踏

まえ，来年度以降は廃

止とする予定である。 

3．不特定多数の人が集

まることから，感染状

況を鑑みながら検討す

る。 

4．夏休みの宿題として

学校に依頼するもので

あり，各学校と協議し

決定する。 

  

ポイ捨てキャンペーン

や廃棄物減量等推進員

会議等の人が集まる事

業については，実施方

法の見直しを随時行っ

ていく。 

条例等に基づき許可や

承認，指導，改善命令

等を行う際に，近隣関

係者や利害関係者との

調整が困難なケースが

多く，調整が整わない

場合は訴訟を提起され

る可能性がある。 

業務内容により検索で

きるような様式で，苦

情処理簿を毎年度作成

し，管理している。 

交 通 防 災 課 

①防災講演会 

②消防団規律訓練 

③茨城県消防ポンプ操

法競技大会県南南部地

区大会 

④交通安全キャンペー

①いつ来るか分からな

い災害への備えを習得

するために，町内会長

や自主防災組織代表者

に対して開催してきた

が，今回は実施してい

①今年度の実施は見送

っている。 

②新入団員に対して

は，地区消防団訓練に

おいて規律訓練を取り

入れている。 

  

①市民への周知方法を

変更し，広報紙を利用

するなどであれば可能

か。 

②規律訓練自体の見直

し継続は難しい。 

 

ミスやトラブルのみな

らず，市民からの要望

等も含めデータ上で管

理している。 

（市民からは同じよう

な要望もある中で，そ
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ン 

⑤防犯キャンペーン 

ないので，各地区防災

訓練等で講演会内容を

伝えることができてい

ない。 

②新入団員が，消防団

員としての規律を学ぶ

機会を逸してしまって

いる。 

③操法訓練を通じて連

帯感を高め，守谷市代

表としての県南南部地

区大会への出場機会を

失ってしまい，連帯感

や技術力の向上につな

がっていない。 

④⑤キャンペーンが全

て中止になってしま

い，啓蒙・啓発する機

会がない。 

③今年度の実施は見送

っている。 

④⑤今後の状況を注視

し，状況が好転すれば

実施に向けて検討す

る。 

③市町村単独で実施し

ているものではないの

で，構成組織との調整

が必要となり難しい。 

④実施回数を減らし

た，時間の縮小を図る。 

⑤実施回数を減らし

た，時間の縮小を図る。 

の都度回答する職員に

よって内容が食い違わ

ないようにしている。） 

また，防犯灯の球切れ

等についても，依頼を

受けてから業者への修

理依頼漏れが無いよう

に注意し，受付から修

理完了までもデータで

管理している。 

市 民 協 働 推 進 課 

・市民公益活動支援事

業（対象者が縮小） 

 公益活動団体が活動

を自粛しているため，

助成金の申請がない。 

・まちづくり協議会推

進事業（対象者が縮小） 

 各地区まちづくり協

議会が，ほとんどの活

動を自粛している状況

である。 

・国際交流推進事業（市

が中止） 

 青少年海外派遣を中

止，姉妹都市交流も自

粛している状況であ

る。 

・市民公益活動支援事

業  

・まちづくり協議会推

進事業 

 各地区の活性化，課

題解決が思うように進

まない状況である。 

・国際交流推進事業 

 市民が異文化に触れ

る機会が減少している

状況である。 

・市民公益活動支援事

業 

 公益活動団体への支

援を再検討する（令和

2～3年度） 

・まちづくり協議会推

進事業 

 各地区まちづくり協

議会が，コロナ禍にお

いても実施できる事業

を検討していく。 

・国際交流推進事業 

 国際交流協会ととも

に，協議していく。 

・ようこそ守谷開催事

業 

 例年，常総運動公園

体育館で開催していた

「ようこそ守谷へ」に

ついて，ＷＥＢ上で開

催した。 

※60 世帯が参加（よう

こそ守谷へ 2019：参加

者数 110 世帯 328 人） 

※事前準備，会場設営

等を省略 

ようこそ守谷実行委員

会としては，転入者を

直接お迎えするととも

に，仲間づくりの場を

提供するという趣旨を

達成できなかった。し

かしながら，予算や人

件費の削減ができた。 

現時点で，「ようこそ守

谷へ 2021」は通常開催

を予定しているため，

事務見直しの継続につ

いては，ようこそ守谷

実行委員と協議が必要

である。 

現在，まちづくり協議

会が10地区中9地区で

設立しており，地域の

活性化・課題解決に向

けて様々な活動を検討

している。今年度は，

新型コロナウイルス感

染症予防のために活動

を自粛しているが，来

年度以降，活動が本格

化した際に，自課の職

員数や支援体制を再検

証する必要がある。 

現時点では，データと

して蓄積していませ

ん。 

総 合 窓 口 課       
本年度も引き続き，マ

イナンバーカードの交

「特例対応簿」ファイ

ルを作成し，経緯を記
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付率向上を当課の重点

課題としています。 

 当市の個人番号カー

ドの交付率は令和２年

10 月末日現在，25.3％

で，茨城県で第 4 位，

県内市部では 3 位で

す。 

 令和 4 年度末に殆ど

の国民がカードを保有

するようにという国の

指示の下，出張申請等

の申請者獲得の取り組

みを実施する予定です

が，目標達成は難しい

現状です。 

載したものを保存して

います。 

経 済 課 

・ＭＯＣＯフェスタ

2020 

・第 37 回守谷市商工ま

つり～きらめき守谷夢

彩都フェスタ～ 

・女性セミナー（女性

のための社会復帰支援

セミナー） 

・守谷市の 2 大イベン

トの中止により，次世

代を担う青少年から中

高年まで世代をつなぐ

市民イベントとして

様々な市民活動を行っ

ている方々の発表と交

流の場や，市や地元企

業のＰＲの機会がなく

なり，賑わいの創出が

図れなかった。 

・子育て中で仕事との

両立を考えている，ま

たは職場を離れて再就

職を目指している方々

のアドバイスを受ける

機会が減った。 

・令和 3 年度開催に向

けて準備を行うととも

に，開催する場合は新

しい生活様式での対応

を検討する。 

   

・各種イベントにおい

て，実行委員会はある

が，その事務の一部や

問い合わせ対応等を経

済課で行っているた

め，職員の負担となっ

ている。全ての業務を

実行委員会で行い，市

は予算措置のみ行う体

制が望ましい。 

 

 

  



- 13 - 

懸案事項に対する現状及び対策等状況調べ 各部署回答一覧表（保健福祉部） 

 

     懸案事項 

 

 

 

 

 

 

 部署名 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

新型コロナウイルス感

染症の影響により，中

止又は縮小した事業が

ある場合には，その事

業を例示してくださ

い。 

左記事業を中止又は縮

小したことによる影響

を記入してください。 

左記事業を中止又は縮

小したことによる今後

の予定について記入し

てください。なお，新

型コロナウイルス感染

症の第２波・第３波に

備えることを前提に記

入してください。 

新型コロナウイルス感

染症の影響により，作

業手順の省略・簡素化

等，事務の見直しを行

った場合は，その事例

を記入してください。 

左記事務の見直しを行

ったことによる影響を

記入してください。 

新型コロナウイルス感

染症が終息した場合に

おいても，事務の見直

しを継続できるかにつ

いて記入してくださ

い。 

新型コロナウイルス感

染症以外で現在，自課

において職務上又は事

業の実施に当たり，考

えられる課題等を記入

してください。 

業務上発生したミスや

トラブルの解決された

事例について，発生か

ら解決までの一連の流

れをデータとして蓄積

していますか。蓄積し

ている場合はどのよう

に整理しているか教え

てください。 

社 会 福 祉 課 

①ふくしまつりの中

止。 

②障がい者介護区分認

定の期間。 

③保護事業における保

護者宅の訪問を電話に

よる確認にて対応して

いる。 

①福祉に関して，面談

での市民への周知の機

会が減少した。 

②障がい者介護区分認

定期間を延長したこと

により，次年度に行う

認定者数が増加した。 

③電話確認では，要保

護者の生活面等を視認

できないことがデメリ

ットとして生じた。 

①福祉について，面談

ではない方法による市

民への周知の機会を創

出する。 

②次年度に行う障がい

者介護区分認定につい

て，各施設への訪問も

困難になるため，当該

施設に対し，区分認定

業務の委託を実施す

る。 

③感染拡大中であるた

め，電話による確認は，

継続することとなる。 

  

①福祉について，市民

への面談での周知の機

会は貴重であるため，

見直しの継続はしな

い。 

②施設を利用する障が

い者に対して，施設側

が受託できる体制であ

れば，見直しを継続す

ることも可能と考え

る。 

③国の指導に基づく訪

問であるため，終息後

もその指導に基づき実

施する。 

 
記録はしているが，分

類，保存はしていない。 

児 童 福 祉 課 

【児童福祉課】 

ＭＯＲＩＹＡ Ｊｏｂ 

Ｆａｉｒ（市内の保育

所等における保育人材

の確保を支援するため

の就職説明会及び講演

会）。 

 

 

 

 

 

【児童福祉課】 

例年 2 回実施していた

が，今年度は 1 回のみ

の実施としたため，参

加者が減少した。 

 

 

 

 

 

 

 

【児童福祉課】 

継続すべき事業と考え

ており，開催場所・時

期・方法等を検討し，

感染症対策を徹底し

て，年 2 回の実施を確

保していきたい。 

 

 

 

 

 

【児童福祉課】 

毎年 6 月に実施してい

る「児童手当現況確認」

を来庁による窓口受付

ではなく，原則，郵送

受付に変更した。 

 

 

 

 

 

 

【児童福祉課】 

感染症対策においては

有効的であり，申請者

からも賛成の意見をい

ただいた。しかし，提

出書類不備の場合にお

いては，申請者への連

絡・説明・再送などの

事務処理時間を多く費

やすことになり，非効

率な部分もあった。 

 

【児童福祉課】 

申請者にとっての利便

性を維持するために

も，郵送受付の継続が

好ましいと考える。 

処理方法を検討し，改

善しながら継続する予

定である。 

 

 

 

 

【児童福祉課】 

①施設の増加等に伴

い，指導監査の実施件

数や入所選考業務など

の事務量が増加してい

る。窓口対応や実地検

査など，システム化が

困難な業務についての

改善策が課題である。 

②子育てや子どもの発

達に不安を持つ保護者

が増えており，その不

【児童福祉課】 

トラブル対応について

は，案件ごとに経過を

記録して，情報を共有

し，再発防止に努めて

いる。 
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【地域子育て支援セン

ター】 

「子育て広場事業」は，

4月，5月中止。6月よ

り予約制人数を制限し

開催。 

夢っ子まつり，夢っ子

コンサート，イベント

は，中止。 

夢っ子クッキング，親

子クッキングは，人数

減で開催。 

赤ちゃんマッサージ，

リトミック，ママのた

めのストレッチ等，親

のための講座は，開催

時間を減らし，人数制

限をして開催。 

父親向けの講座は，中

止。 

 

 

 

【ファミリーサポート

センター】 

・施設援助の預かり人

数の縮小（利用時間，

食事にかかる時間につ

いて自粛のお願い）。 

・サポーター育成講座

を年 2 回開催から 1 回

に縮小。 

・サポーターフォロー

アップ講座の中止。 

 

 

 

 

【地域子育て支援セン

ター】 

子育て中の親子にとっ

て，安心して遊べる場

所や気軽に相談できる

場所，子育て中の親同

士が集う場がなくな

り，子育てに不安感や

負担感のある親にとっ

ては，ストレスが大き

く，電話とメールでの

相談が多くあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ファミリーサポート

センター】 

・新規サポーター会員

の確保が困難であっ

た。 

 

 

 

 

【地域子育て支援セン

ター】 

子育て世帯にとって

は，子ども自身の人間

関係づくり，親のつな

がりや学び合いなど，

地域子育て支援センタ

ーが子育て力を高めて

いくきっかけになるも

のであることから，引

き続き，屋外の公園等

で行う出前広場「おひ

さまパーク」，「のぎさ

き散歩」を開催し，屋

外で集える場所を確保

していくとともに，子

育て支援事業を広く周

知していく。 

 

 

 

 

 

【ファミリーサポート

センター】 

・徹底した感染症対策

を行い，育成講座，フ

ォローアップ講座を実

施し，サポーター会員

の増加につなげてい

く。 

・施設援助は，利用人

数の調整等，感染症対

策を講じながら一時預

 

 

 

 

【地域子育て支援セン

ター】 

職員による，お楽しみ

の時間を前倒し，消毒

の時間を確保する。午

前のひろばが終了する

ことで，職員に声をか

けやすい状況ができ，

相談が多くなった（簡

素化はできていない

が，直接相談に乗るこ

とは，大事な業務につ

ながった）。 

 

 

 

 

【地域子育て支援セン

ター】 

より親しみを持てる環

境につながった。また

来館時間を早める親子

が多くなり，午前中を

有意義に過ごすことが

できるようになったと

思う。 

 

 

 

 

【地域子育て支援セン

ター】 

今後も，子どもたちの

育ち，母親の相談ので

きる環境づくりを整え

タイムスケジュールづ

くりを検討し，実践し

ていく。 

安がストレスになり，

虐待等に繋がらないよ

う予防する支援体制の

構築が急務である。 

【地域子育て支援セン

ター】 

・子育て支援事業の周

知について，市広報誌，

ホームページ等を利用

して広く広報活動を行

っているが，認知度は

70％程。こちらから発

信し，対象者にピンポ

イントで，お知らせが

届くよう SNS の整備が

課題。 

・特別なニーズに応え

ていくことが課題。障

がいを持つ子どもとそ

の親，高齢・若年出産，

双子などそれぞれの親

と子どもを支援してい

く一歩踏み込んだ支援

をするために人材と環

境，市内支援施設との

ネットワークづくりが

必要。 

【ファミリーサポート

センター】 

・新規サポーター会員

の確保，拡大（報酬の

見直し含む）。 

 

 

 

 

【地域子育て支援セン

ター】 

広場にて，実際におき

たケガ（事故報告書），

ケガが起きそうになっ

た事案（ヒヤリハット）

を，書面にて記録。職

員会議等で，議題にあ

げて職員で共有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ファミリーサポート

センター】 

・施設援助で預かった

子どものケガについて

は，事故報告書を作成

し，整理。 

・在宅援助でサポータ

ー会員と，利用会員の

トラブル，ケガについ

ては会員個人票（紙ベ

ース）に記載。 
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かりを行い，子育て世

帯の支援に努める。 

土 塔 中 央 保 育 所 

・保育所入所式（土曜

日から平日に変更）は，

児童と職員のみで行っ

た。 

・親子レクリエーショ

ンは，中止。 

・年長児お楽しみ会は，

中止（別の企画に変

更）。 

・個別面談は，希望者

のみ。 

・夏祭りは，児童と職

員のみで行った。 

・プール遊びは，中止。 

・運動会は，縮小（3・

4・5歳児と保護者人数

制限あり）して実施。 

・保護者への配布書類

が多くなった（変更や

中止の手紙等）。 

・中止になった行事に

おいては，保護者から

のクレームはなかっ

た。子どもたちとでき

る，代わりの内容を取

り入れ，日々の保育の

中で楽しめるものを考

案し，行った様子等，

おたよりや玄関に掲示

したりして保護者に知

らせた。 

・内容を変更して行っ

た行事については，例

年より児童に負担なく

行うことができた。 

・今後のコロナの状況

により，例年どおり行

うか，縮小して行うか

検討していく。 

・保育参観（1月 30 日）

は，状況によって内容

の変更，形態を変えて

いく。新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止の

留意点を参考に感染予

防に十分配慮し行う予

定。 

 内容を縮小したり密

にならないような方法

を考え進めていく。 

・修了式（3月 20 日）

は，年長児とその保護

者，職員で行う予定（3

歳・4 歳児クラスの参

加なし）。 

・保護者のテレワーク

等による児童の自粛で

人数が減ったことによ

る職員の 2 グループに

分けての在宅勤務を行

った。 

・児童の人数が減った

ことにより，毎日の遅

番勤務はフレックスで

対応したため，時間外

勤務の削減につながっ

た。 

・時間外勤務が減には

なったが，通常の人数

に戻ってからは毎日の

フレックス対応は難し

い（担任が遅い出勤に

なると，引継ぎやクラ

ス別の保育に支障が出

てくるため）。 

継続は難しい。 

・ほとんどの事務業務

は正職員が行っている

が，正職員が少ないた

め，一人にかかる事務

の負担が大きい。 

・時間外保育士不足に

より，職員が補助に入

らなければならず，負

担が大きいため，人員

の確保が必要。 

・児童の大きな怪我や

事故があった場合は，

その経緯や細かい経過

などを事故報告書に記

入し保存している。 

・保護者からの相談や

クレームなどは，会話

や経過，連絡帳等コピ

ーをして保存してい

る。 

北 園 保 育 所 

・入所式（4 月 4 日）

は，日時を平日に変更

し児童と職員のみで実

施した。 

・親子遠足（5月 15 日）

は，中止。 

・年長児お楽しみ会（6

月 5日）は，中止。 

・夏祭り（7月 10 日）

の内容を一部変更（職

員と児童のみ）して実

施した。 

・運動会（10 月 3 日）

内容を縮小（3・4・5

歳児と保護者人数制限

あり）して実施した。 

・保護者への配布書類

が多くなった（変更や

中止の手紙等）。 

・中止になった行事に

おいては，児童や保護

者に残念な思いをさせ

てしまったが，その代 

わりに日々の保育の中

で児童が楽しめるよう

な活動を考案し行った

り，その様子をおたよ

りや掲示板で保護者に

知らせた。 

・内容を変更して行っ

た行事については，例

年より児童に負担なく

・来年度の行事につい

ては，今後の状況によ

り例年どおり行うか，

縮小して行うか検討し

ていく。 

・保育参観（1月 30 日）

は,予定どおり実施す

るか，方法や内容を変

更して実施するか，ま

たは中止にするか今後

の状況により検討して

いく。  

・年長児と年中児のお

別れ遠足（3 月 5 日）

は，予定していた公共

機関（電車）は使用せ

自粛期間，保護者のテ

レワーク等により児童

が半数から 3 分の 1 の

人数と減ったため，職

員も 2 グループに分か

れて在宅勤務を行った

ことと，毎日の遅番勤

務はフレックスで対応

したため，時間外勤務

の削減につながった。 

時間外勤務が減になっ

たことは良いが，児童

の人数が多くなると毎

日フレックスで対応す

ることは難しい。（担任

が遅い出勤になると，

引継ぎやクラス別の保

育に支障が出てくるた

め） 

継続は難しい。 

・ほとんどの事務業務

は正職員が行っている

が，正職員が少ないた

め，ひとりにかかる事

務の負担が大きい。 

・保育士補助員不足に

より正職員が補助に入

らなければならず，負

担が大きいため人員確 

保が必要。 

・児童の大きな怪我や

事故があった場合は，

その経緯や細かい経過

などを事故報告書に 

記入し保存している。 

・保護者からの相談や

クレームなどは，会話

や経過を相談記録用紙

に記入し保存してい 

る。 
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・保育参加（11 月 16

日～20 日）は，中止。 

・バイキング給食は，

中止。お楽しみ給食を

個別に配膳して子ども

たちに提供することに

変更。 

行うことができた。  ずに徒歩で近隣の公園

に行くことに変更する

予定。 

・修了式（3月 20 日）

は，年長児とその保護

者，職員で行う予定

（3・4 歳児の参加な

し）。 

介 護 福 祉 課 

事業所等の実地指導を

計画していたが 1 年延

長する（1事業所）。 

翌年度に延期する。 

令和 3 年度に計画す

る。厚生労働省老健局

総務課「介護保険施設

等に対する実地指導の

標準化・効率化等の運

用指針」（令和元年 5

月 29 日）により，指定

の有効期間の 6 年間に

実地指導を行う（令和

3年度は2事業所から3

事業所となる）。 

1．介護認定審査会を書

面により審査を行っ

た。 

2．新型コロナウイルス

感染症に伴い病院，施

設が面会制限等の措置

をとっている方や認定

調査を行うことに抵抗

がある方には，厚生労

働省老健局老人保健課

事務連絡（令和 2 年 4

月 7 日）を参考に，従

前認定有効期間を延

長・職権認定を実施し

た。 

1．介護認定審査会の合

議体長の負担が増加し

た。 

2．延長した期間が終了

する時期が集中してい

るため審査会業務の増

加が見込まれる。 

1．2．継続できない。  

介護保険に関する業務

システム内の個別情報

に，職員の対応履歴等

を入力し，課内で情報

共有している。 

健 幸 長 寿 課 

【縮小】 

①介護予防普及啓発事

業(市民向け講座，げん

き館，シルバーリハビ

リ体操など） 

②認知症関連(啓発講

座，オレンジカフェな

ど） 

③サロン活動，シニア

クラブ活動の時間短縮

及び内容制限 

【中止】  

①介護支援ボランティ

アポイント（受入施設

がない） 

【緊急的影響】 

①高齢者の通所事業

（生きがい活動支援通

所事業＝げんき館）を

一時休止したことで，

参加高齢者の認知機能

低下が生じ介護保険へ

の移行者が増加。また，

事業再開後，活動時間

を短縮（午前のみ）し

たことから，コミュニ

ケーション時間の減少

等を理由に介護保険移

行者が増えている。 

②サロン活動など活動

【既取組】 

①介護予防普及啓発事

業は，ミニ講話等を各

地区で実施している。

また，啓発の手法を講

座から広報やホームペ

ージ，youtube 等の活

用にシフトしている。 

②活動しているサロ

ン，シニアクラブ，シ

ルバーリハビリ体操へ

消毒薬などを提供し，

活動支援をしている。 

【今後の予定】 

①10 月 26 日に開始の

   

高齢者の増加特に後期

高齢者の増加に伴い毎

年介護認定率が上昇し

ている。効果的な介護

予防事業の取組が喫緊

の課題である。また，

住民主体の支え合いの

活動を推進していきた

いが，定年の引上げ等

の影響もあり前期高齢

者の地域の担い手が少

ない状況がある。 
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②シニアクラブイベン

ト（スポーツ大会等全

般） 

休止による活動性の低

下→外出頻度の低下，

筋力低下などの影響。 

【継続的な影響】 

①感染不安からサロン

活動が再開できない

（再開サロン 4割）。 

②サロン活動時間短

縮，シニアクラブの活

動制限などから，コミ

ュニケーション機会の

減少。 

移動スーパーを活用し

た啓発を㈱カスミに協

力要請している。 

②認知症関連は，少人

数を対象とした啓発活

動について感染状況を

踏まえ実施する（オレ

ンジカフェ，認知症サ

ポーター養成講座な

ど）。 

③休止しているサロン

ボランティアとの情報

共有を図り，活動再開

に向けた支援をする

（活動方法の検討）。 

保 健 セ ン タ ー 

＜中止した事業＞ 

・各種がん検診事業（集

団健診）［6月及び 7月

実施分］ 

・子育て関連の各種教

室［4月～6月開催分］ 

＜延期した事業＞ 

・乳幼児健診（集団健

診）［4月～6月実施分］ 

・各種がん検診につい

て，受診率の低下が懸

念される。 

・乳幼児健診について

は，生後 1 歳 6 か月及

び 3 歳 5 か月の時期に

実施しており，延期に

より受診時期に遅れが

生じたが，7 月以降追

加健診日を設け，順次

実施している。 

・各種がん検診につい

て，乳がん及び子宮が

ん検診については，医

療機関での受診を勧奨 

するほか，追加健診日

を設けて対応。医療機

関で行えない胃がん及

び大腸がん検診は追 

加健診日を設けて対

応。 

・1 歳 6 か月児及び 3

歳 5 か月児健診につい

ては，追加健診日を設

けて対応し，現在，約

1 箇月遅れで実施。実

施時期について，母子

保健法上は問題ないた

め，当面，現状のまま

実施していく予定。 

各種がん検診（集団健

診）については，密を

避けて実施するため，1

日当たりの受診者数を

減らし，検診日を増や

して対応。 

受診者枠について，1

日当たりの受診者数を

減らしているが，検診

日を増やすことで概ね

昨年度実績ベースの受

診者枠は確保できてい

る。検診は取手市医師

会への委託により実施

しているが，これ以上

の検診日の追加は難し

い状況。 

新型コロナウイルス感

染症が終息し，集団検

診の安全性が確認され

れば，受診率向上を図

るためにも従前の体制

で実施したい。 

保健センターの性質

上，女性職員（保健師）

が多く，例年，産休・

育休を取得する職員が

複数名いる状況が続い

ているが，代替職員と

して専門職である保健

師を確保するのが難し

く，市民サービスを低

下させることなく業務

を継続していくことが

課題である。 

 

国 保 年 金 課    

1.特定健康診査及び後

期高齢者健康診査 

2.各種手続きの郵送申

請 

1.特定健康診査及び後

期高齢者健康診査 

①滞留せずに実施でき

るため，新しい生活様

1.特定健康診査及び後

期高齢者健康診査の事

前予約については継続

予定（予算次第）。電話

同じグループでもメイ

ンの業務が異なるた

め，グループ内でもさ

らに細分化されてい

トラブルについては，

滞納管理システムによ

り関係各課で情報共有

ができるよう，経過記
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式に沿った健康診査の

実施ができる。 

②当日は待ち時間がな

いことにより，市民の

待ち時間に対するスト

レスが軽減となった。 

③初日については予約

電話がつながりにく

く，苦情の電話による

対応が増えた。 

④定員制を設けるた

め，1 日に受診できる

人数に上限がある。 

⑤感染予防により空間

が必要なため，実施で

きる施設が大きな施設

となるが，地区公民館

などの小規模施設で

は，感染予防が取れな

いため実施できない。 

2.各種手続きの郵送申

請 

①市民が平日に会社を

休まずに手続きができ

る（利便性の向上）。 

②窓口の混雑の解消。 

予約のみでなく，メー

ル等による予約も検討

中。 

2.各種手続きの郵送申

請については継続。 

る。容易にできる業務

についてはグループ員

全員が対応できるよう

にすることが課題であ

る。 

録等を個人ごとに管

理。 
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懸案事項に対する現状及び対策等状況調べ 各部署回答一覧表（都市整備部・会計課・議会事務局・上下水道事務所） 

 

     懸案事項 

 

 

 

 

 

 

 部署名 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

新型コロナウイルス感

染症の影響により，中

止又は縮小した事業が

ある場合には，その事

業を例示してくださ

い。 

左記事業を中止又は縮

小したことによる影響

を記入してください。 

左記事業を中止又は縮

小したことによる今後

の予定について記入し

てください。なお，新

型コロナウイルス感染

症の第２波・第３波に

備えることを前提に記

入してください。 

新型コロナウイルス感

染症の影響により，作

業手順の省略・簡素化

等，事務の見直しを行

った場合は，その事例

を記入してください。 

左記事務の見直しを行

ったことによる影響を

記入してください。 

新型コロナウイルス感

染症が終息した場合に

おいても，事務の見直

しを継続できるかにつ

いて記入してくださ

い。 

新型コロナウイルス感

染症以外で現在，自課

において職務上又は事

業の実施に当たり，考

えられる課題等を記入

してください。 

業務上発生したミスや

トラブルの解決された

事例について，発生か

ら解決までの一連の流

れをデータとして蓄積

していますか。蓄積し

ている場合はどのよう

に整理しているか教え

てください。 

都 市 計 画 課 

特に無し 

※各審議会等のオンラ

イン開催の検討 

・市の環境整備 

・委員の環境整備 

・併用の場合の開催方

法 

・市全体の審議会を対

象にオンライン開催の

検討 

・令和３年度守谷市組

織機構改編でデジタル

戦略課を新設予定 

特に無し 

※各審議会等のオンラ

イン開催の検討 

・開催通知，会議資料，

議事録等の郵送省略 

・会議資料印刷の削減 

・費用弁償（交通費）

の削減 

・電子データ保管 

新型コロナウイルス感

染症の有無に係わら

ず，事務の見直しを行

っていく。 

今後，土地区画整理事

業が本格化し，地権者

訪問等休日や時間外に

行う業務が多くなり，

職員の負担が多くなる

恐れがある。 

各グループや担当者ご

とに，議事録形式等で

記録を残している。但

し，統一された形式や

管理は行っていないた

め，今後の課題である。 

建 設 課 

・小貝川クリーン作戦

（国土交通省主催）中

止 

・協働作業（みずき野

地区の方とのさくらの

杜公園間伐作業）中止 

・地籍調査実施に伴う

事前説明会 中止 

特に影響はありませ

ん。 

今年度については，実

施予定はありません。 
     

会 計 課 

令和 2年 4月 20 日～5

月 19 日までの期間，指

定金融機関が行う派出

事務員の出勤日が，週

5 日から週 3 日になっ

た。 

派出事務員が不在のた

め，市役所職員が終日

窓口の対応を行った。

この期間，市役所の勤

務体制が 2 班体制のた

め，少人数での通常業

務と窓口業務と並行し

て業務を行った。 

職員での窓口対応に加

え，現状，午前中勤務

の会計年度任用職員を

時間外勤務で対応する

予定。 

1．各課より提出される

伝票等の受付印を廃止

し，会計課事務室前に

伝票入れを設置したこ

とにより，会計課以外

の職員の入室する人数

が減少した。 

2．毎月の定例出納検査

時において，各課より

釣銭等保管状況報告書

等の提出を課長印が必

要なため，紙ベースで

の提出を求めていた。

影響なし。 継続できる。 

令和 3 年度（導入時期

令和 3年 10 月～予定）

より財務会計システ

ム・執行管理が電子決

済に移行するに当た

り，懸案事項である請

求書原本の保管方法や

電子データとなる請求

書に対する取扱い等に

ついて，調査・研究し

ている。 

各課で生じたミスやト

ラブルの件について

は，顛末書を提出して

もらっており，年度ご

とに紙ベースで保管し

ている。 
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文書を電子化（ＰＤＦ）

し，メール等での報告

とした。 

議 会 事 務 局 

1．常任委員会等及び会

派による視察研修（派

遣及び受け入れ中止） 

2．議会運営（議場への

人数制限，一般質問の

項目制限及び質問時間

短縮など） 

1．先進的な施策に取り

組んでいる市町村を訪

問し，その成果等を守

谷市の行政運営に反映

するための研修だが，

今年度は学ぶ機会がな

くなった。 

2．一般質問は，議員が

市の執行状況や将来の

方針等を執行部に直接

質問する大事なもので

あるが，質問項目の制

限や質問時間の短縮な

どにより，質問内容が

限定されてしまった。 

守谷市議会コロナ禍基

本方針に基づき対応す

る。 

1．視察研修は，茨城版

コロナNext Ver.2にお

いて，Stage1・2 とな

れば研修は可能である

が，Stage3・4 であれ

ば，現状どおり中止と

する。 

2．一般質問は，茨城版

コロナNext Ver.2にお

いて，Stage1 となれば

通常に戻すが，Stage2 

・3 であれば，現状ど

おり制限を設け実施

し，Stage4 になれば自

粛する。 

1．議会だよりにおい

て，市内中学校の部活

動インタビューやサー

クル座談会が出来なか

ったり，一般質問の制

限があったりしたこと

から，構成を変更し，

ページ数を減らして発

行した。 

2.一般質問のヒアリン

グを，タブレットを利

用したリモート会議を

取り入れた。 

議会だよりについて

は，記事が少なくなり，

内容が薄いものになっ

てしまった。一般質問

のヒアリングについて

は，特に影響はなかっ

た。 

タブレットを利用した

リモート会議は継続

（拡大）するが，それ

以外は元に戻す方向で

ある。 

1．全員協議会室及び委

員会室の映像音響シス

テムの更新及び照明の

改善 

2．議場の照明の改善 

 

上 下 水 道 課 

【業務Ｇ】 

①下水道促進週間に合

わせて実施している下

水道コンクール(例年

9月)について，今年度

は書類選考のみとして

表彰式及び本庁舎ロビ

ーへの作品展示を中止

した。 

②窓口業務において，4

月中旬から埋設管等の

照会業務を FAX やメー

ルで対応することと

し，不動産会社や指定

工事店に通知し，協力

をいただいた。 

 

【業務Ｇ】特になし 

 

【経営Ｇ】 

・日計資料の受領が遅

れることにより，上下

水道料金等の収納状況

の把握に 1～2 日遅れ

が生じた。 

 

【事業Ｇ】特になし 

【業務Ｇ】 

①下水道コンクールに

ついては，費用対効果

の観点から，これを機

に，次年度以降も表彰

式を取りやめる予定。 

②現在は，対面対応に

戻っているが，感染拡

大の状況次第では，再

度実施する。 

 

【経営Ｇ】 

・6 月からは毎日常陽

銀行に来所してもら

い，従来どおりの日計

業務を行っている。今

後，感染拡大の状況次

【業務Ｇ】 

・下水道コンクールに

ついて，市内全校から

作品を募集していた

が，今年度は希望制と

して作品数を減らすと

ともに，表彰式や作品

の本庁舎ロビーへの展

示を中止した。 

特になし。 

・窓口業務の縮小は継

続したいが，業者等は

様々な相談事項があり

来所している。継続す

るためには，業者の協

力が不可欠である。 

・次年度以降も下水道

コンクールの作品募集

の縮小と表彰式の中止

を継続する。 

【大規模災害】 

・大規模な災害があっ

た際の復旧について，

対応可能な業者の不足

が懸念される。日本水

道協会や日本下水道協

会からの支援が予定さ

れているが，近隣市町

村が被害を受けている

場合は，応援受け入れ

までに時間を要するこ

とが懸念される。 

 

【漏水対応】 

・市内管工事業協同組

合の高齢化により，漏

水時の業者手配が困難

・料金徴収業務につい

ては，用途別の誤りや

開閉栓当のトラブルに

関して，料金徴収管理

システムの世帯情報に

記事として一連の内容

を記録している。 
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【経営Ｇ】 

・日計業務において，4

月中旬から 5 月末まで

常陽銀行の来所頻度を

毎日から週 2・3 日に  

縮小した。 

 

【事業Ｇ】 

・請負業者との書類の

やり取りについて，4

月中旬から工事ごとの

ボックスを備え付け，

対面による対応を中止

した。 

第では，常陽銀行とも

連携を図りながら，収

納業務や，それに伴う

給水停止等の業務に支

障をきたさないように

対応していく。 

 

【事業Ｇ】 

・現在は，対面対応に

戻っているが，感染拡

大の状況次第では，再

度実施する。 

となっている。 

 

【技術職の減少】 

・人事異動により，ベ

テラン技術職の減少が

事業継続上の懸念とな

っている。 
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懸案事項に対する現状及び対策等状況調べ 各部署回答一覧表（教育委員会） 

 

     懸案事項 

 

 

 

 

 

 

 部署名 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

新型コロナウイルス感

染症の影響により，中

止又は縮小した事業が

ある場合には，その事

業を例示してくださ

い。 

左記事業を中止又は縮

小したことによる影響

を記入してください。 

左記事業を中止又は縮

小したことによる今後

の予定について記入し

てください。なお，新

型コロナウイルス感染

症の第２波・第３波に

備えることを前提に記

入してください。 

新型コロナウイルス感

染症の影響により，作

業手順の省略・簡素化

等，事務の見直しを行

った場合は，その事例

を記入してください。 

左記事務の見直しを行

ったことによる影響を

記入してください。 

新型コロナウイルス感

染症が終息した場合に

おいても，事務の見直

しを継続できるかにつ

いて記入してくださ

い。 

新型コロナウイルス感

染症以外で現在，自課

において職務上又は事

業の実施に当たり，考

えられる課題等を記入

してください。 

業務上発生したミスや

トラブルの解決された

事例について，発生か

ら解決までの一連の流

れをデータとして蓄積

していますか。蓄積し

ている場合はどのよう

に整理しているか教え

てください。 

学 校 教 育 課 

①学校行事等の中止に

伴う貸し切りバス借上

げ，平和教育としての

修学旅行助成金等の側

面的支援事業。 

②プール授業の中止に

伴う設備点検業務委

託，臨時休業に伴う夏

休み期間短縮により，

工期が確保できず小規

模改修の未実施。 

①児童生徒の心身に及

ぼす影響のほか，バス

事業者への契約不履行

に対する違約金及び旅

行代理店へのキャンセ

ル料の発生。 

②学校施設の安全・安

心の維持低下。 

①感染症予防対策とし

てバス配車増便分の支

援，修学旅行，校外学

習等のキャンセル料を

支弁する。 

②施設老朽と併せプー

ル授業の縮小又は廃止

の検討（プール施設廃

止）。 

     

指 導 室 

【縮小】 

①外国語教育推進事業

（イングリッシュキャ

ンプ） 

【中止】 

①小学校サタデー学習

支援教室事業（サタデ

ー学習支援教室） 

②外国語教育推進事業

（ALT と遊ぼう・話そ

う） 

③中学校社会体験事業

（中学 2 年生社会体

験） 

【縮小】 

①イングリッシュキャ

ンプでは，新型コロナ

ウイルス感染症拡大防

止により，オンライン

に切り替えたため，例

年より少人数での開催

となった。 

【中止】 

①リピーターの児童も

在籍し，基礎的・基本

的な学習内容の確実な

定着を図り，学習に対

する興味・関心を高め

ることを習慣づける場

がなかった。 

来年度も同様に開催予

定のため，開催時期の

延期を検討する場合あ

り。 
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②ＡＬＴと遊ぼう・話

そうは，学校休業日に

英語を親しむ機会を提

供し児童生徒の学習意

欲の向上を図る場がな

かった。 

③中学生社会体験は，

中学 2 年生の職場体験

を行うことができなか

った。 

生 涯 学 習 課 

 

感染リスクが高まると

判断し，中止した事業

は「夕べのコンサー

ト」，「中学生富士登

山」，「各種スポーツ大

会」，「夏休みプール開

放」，「スポーツフェス

ティバル」です。 

縮小や工夫をした事業

は，審議会等の会議を

書面決議に工夫した

り，「守谷ハーフマラソ

ン」はオンライン開催

としました。 

公民館の運営管理や学

校体育施設の開放につ

いては，県の「緊急事

態措置等の強化・緩和

に関する判断指標」に

基づき，ステージごと

の対応をしているた

め，貸し出しの中止や

利用人数の制限をしな

がら事業を行いまし

た。 

 

 

市民が参加できる事業

が中止となったことに

より，日頃の練習の成

果の発表の場がなくな

ってしまったり，コミ

ュニケーション（交流

の場）を図りながら行

う生涯学習の場が今ま

でのように利用できな

いことによって，モチ

ベーションの低下につ

ながるのではないかと

思われます。 

新型コロナウイルス感

染拡大の影響が長期化

する傾向にあり，事業

の中止や縮小をした事

業については，開催方

法や優先順位，代替え

事業等も含めて検討す

る必要があります。 

児童クラブ運営事業に

おいて，保護者が在宅

勤務となったり，感染

防止のために児童クラ

ブを休所する児童が増

え，紙による休所届の

提出を求めていたが，

インターネットからの

提出も可能となりまし

た。 

曜日，時間に関係なく

届出ができることで，

空いた時間に提出する

保護者が多く，今後は

休所届に限らず，他の

申請等に関してもイン

ターネットからできる

ように検討します。保

護者は提出の煩わしさ

がなくなります。 

左記については，事務

の見直しを行った結

果，ユーザー側の利便

性が向上し，事務の取

り扱いや事務作業に大

きく影響しなかったの

で，このまま継続した

いと考えます。その他

の事務についても，で

きる限り電子化を推進

します。 

・公民館指定管理，放

課後子ども総合プラン

（児童クラブ・放課後

子ども教室）運営業務

委託の第三者評価の実

施に当たり，評価者，

評価頻度等を検討する

必要があります。 

・放課後子ども教室の

実施に当たり，活動場

所である校舎内の特別

教室等の管理を，学校

側が行っているため，

教 職 員 の 勤 務 時 間

（16：45 まで）に合わ

せると，現在 17：00

までとなっている終了

時刻を繰り上げる必要

があります。（条例改正

が必要） 

業務上発生したミスや

トラブルについては，

上司への報告の後に繰

り返すことのないよう

対策を講じたり，個人

で把握していますが，

担当者が異動等で変わ

ってしまうことがあ

り，同様のミスやトラ

ブルを発生させないた

めには，情報の共有が

重要となってきます。

発生から解決までの流

れのデータ化し，課内

で情報を共有していけ

るよう改善を検討しま

す。 
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中 央 図 書 館 

①「子ども読書まつり」

イベントの中止（4/29

～5/2 の期間） 

 絵本作家講演会等 5

つの行事 

②図書館まつりの中止

に伴う「リサイクルブ

ックフェア」の開催方

法変更 

・来館者の減少（①，

②におけるマイナス影

響） 

・新規利用者開拓機会

の減少（①，②におけ

るマイナス影響） 

・リサイクルフェア終

了後に廃棄する資料の

減少（②におけるプラ

ス影響） 

多人数を集客するタイ

プの行事開催を休止

し，人との接触時間の

減少や削減を図った行

事を企画する。 

窓口受付のみ可能だっ

た申請手続き等を，電

子申請（いばらき電子

申請・届出サービス）

でも可能としたサービ

ス 

・電子図書館の ID，パ

スワード申請 

・行事の申込 ・利用者

アンケートの回答 

電子図書館利用者の増

加 

現時点で出来ることは

改善していますが，今

後も随時改善に努めて

いきます。 

現在の正規職員は 8 名

中 7 名が有資格者であ

り，その内 5 名が図書

館勤務年数 10 年以上

という恵まれた状況に

あります。しかしなが

ら，図書館運営の長期

的な安定を図るために

は計画的な司書職の採

用が必要であると考え

ます。 

業務日誌に記載した

り，イントラのディス

カッション機能を使っ

ているが，整理はでき

ていない。 

学 校 給 食 セ ン タ ー 

4 月，5月の学校休業に

伴い，給食が停止とな

った。 

※4 月については，予

定していた給食提供日

は 1日のみ。そのほか，

自主学習での登校者へ

6 日給食の提供をし

た。5 月の提供日数は

ゼロ。 

キャンセルができなか

った食材の取扱い。 

急きょ，給食が停止に

なった場合は，できる

だけ翌月等の献立で活

用できるよう工夫す

る。 

・6 月に給食をスター

トした際は，国の指針

に従い，配膳の際の感

染リスクを避けるた

め，簡易な給食（ご飯，

牛乳，おかず一品）を

提供した（3週間）。 

・給食センター整備事

業の定例打合せをでき

るだけ短時間にするよ

うにした。 

・給食センター運営委

員会では，会議時間の

短縮に努めた（委嘱状

の交付は配布とするな

ど）。 

・簡易な給食を提供し

た際は，献立の作り直

しや発注のやり直しを

行ったため，担当の栄

養教諭の負担は大きく

増えた。 

・会議時間の短縮は，

業務の負担軽減に繋が

っている。 

・会議時間の短縮や，

電子決済やメールの積

極的な活用は継続した

い。 

・新給食センターへの

スムーズな移行（令和

4年 4月から） 

・アレルギー食の対応

（令和 5 年 9 月～を予

定） 

・給食費の徴収を市が

行うことについて（現

在は学校で徴収し，市

の会計へ入れている。） 

・給食費の値上げの時

期 

・日誌を毎日付けてお

り，納入された食材や，

提供した給食から異物

が発見された場合は，

エクセルデータで記録

している。 

 


